研究成果有体物の提供に関する覚書

　国立大学法人富山大学（以下「甲」という。）と　　　　　　（以下「乙」という。）は，　　　　　　　　　　○○に関する検討（以下「本検討」という。）を乙が行うため，甲が作製した研究成果有体物（以下「本成果有体物」という。）を乙に提供するに当たり，次の各条によって研究成果有体物の提供に関する覚書（以下「本覚書」という。）を締結する。

[bookmark: _Hlk128906015]（研究成果有体物の提供）
第１条　甲が乙に無償で提供する本成果有体物は，次のとおりとする。
[bookmark: _Hlk145615144](１)　本成果有体物の名称：
(２)　本成果有体物の数量：
(３)　本成果有体物提供後の乙の管理者：

（法令の遵守）
第２条　甲及び乙は，本覚書の履行において，適用される法令規則を遵守する。特に，本成果有体物の遺伝子組換えの取扱いについては，「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（カルタヘナ法）」（これに基づく政令，規則等を含む。）に従い，相手方の要請があった場合は，遵守状況等を説明する。

（本検討の実施）
第３条　本検討の実施期間は，本覚書締結日から令和　　年　　月　　日までとする。

（報告）
第４条　乙は，本検討の実施期間終了日から30日以内に本検討の結果について，甲に書面により報告する。
２　乙は，本検討から知的財産権となりうる成果を成した場合は，速やかに甲に書面により報告する。

（成果）
第５条　本検討により得られた一切の成果（以下「本成果」という。）並びに本成果に係る知的財産権を取得する権利及び当該知的財産権の権利（以下総称して，「本知的財産権」という。）については，甲乙協議の上，双方の貢献度を踏まえて決定された持分において共有する。本知的財産権の出願等については，甲乙協議の上，別途定めるものとする。

（公表）
第６条　甲及び乙は，本検討及び本成果を公表しようとするときは，相手方に当該公表の内容，時期，方法等について事前の書面により通知するとともに，当該通知の内容について協議し，相手方の同意を得た上，行うものとする。
２　前項の公表に際し，乙は，甲の求めに応じて本成果有体物の出所が甲である旨を明示するものとする。

（秘密保持）
第７条　甲及び乙は，本検討の実施に当たり，相手方から秘密とする旨を指定された情報（以下「秘密情報」という。）について，相手方の事前の書面による同意がない限り，自己の本検討に関わる研究者，役員及び業務上の必要がある最低限の従業員（以下「関係者等」という。）以外に開示してはならず，本検討の目的以外に使用してはならない。また，甲及び乙は，相手方から開示又は提供を受けた秘密情報について，関係者等がその所属を離れた後も含め，秘密として保持する義務を当該関係者等に対し負わせるものとする。ただし，次の各号のいずれかに該当することを書面により客観的に立証できる情報については，この限りではない。
(１)　開示又は提供を受けた時点で既に自己が保有していた情報
　 (２)　開示又は提供を受けた時点で既に公知となっている情報
　 (３)　開示又は提供を受けた後，自己の責めによらずに公知となった情報
　 (４)　正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
　 (５)　秘密情報によることなく独自に開発し又は取得した情報
２　前項の規定は，第３条の本検討の実施期間中及び終了日又は中止日から３年間有効とする。ただし，当該有効期間満了前までに甲乙協議の上，この期間を延長又は短縮することができる。

（第三者への提供）
第８条　乙は，事前の書面による甲の承諾なく，本成果有体物を第三者に提供してはならない。

（非保証）
第９条　本成果有体物は，研究の過程において生み出された実験的又は研究的性質を有するものであることから，甲は，乙に対して明示又は黙示を問わず，本成果有体物の使用又は保有によって発生したいかなる結果に対しても一切の保証をしない。また，甲は，それによる直接又は間接を問わずいかなる損害賠償義務を負わない。

（権利）
第10条　本覚書の締結並びにこれに基づく本成果有体物の開示及び提供は，乙に対して実施権その他の権利を付与するものではない。

（実施期間終了後の措置）
第11条　乙は，本検討の実施期間終了後，速やかに本成果有体物の残余を甲に返却又は廃棄する。

（損害賠償）
第12条　甲及び乙は，故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには，その損害を賠償しなければならない。

（覚書の有効期間）
第13条　本覚書の有効期間は，第３条に定める本検討の実施期間と同一とする。
２　本覚書の失効後も，第４条から第８条，11条，12条及び第14条の規定は，当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。

（裁判管轄）
第14条　本覚書に関する訴えについては，甲の所在地を管轄する富山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

（協議）
第15条　本覚書に定めのない事項ついて，これを定める必要があるときは，甲乙協議の上，定める。

　本覚書の締結を証するため，本覚書２通を作成し，甲乙記名押印の上，それぞれ１通を保有する。


　　　令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲　　富山県富山市五福３１９０番地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立大学法人富山大学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分任契約責任者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究推進部長　



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乙　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

